
 

1 

 

播磨町公立小・中学校特別支援学級の取組 

 

①特別支援学級の児童・生徒の推移 

 障がいのある児童生徒の数は、増加が続いており、特に知的学級では、知的障害学級の児

童生徒が、令和３年から令和６年度にかけて 21人増加した。 

 令和 3年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

学級 児童生

徒数 

学級 児童生

徒数 

学級 児童生

徒数 

学級 児童生

徒数 

知的 9 54 9 66 10 65 12 75 

自情 9 56 12 65 11 67 12 67 

難聴 1 1 1 1     

肢体     1 1 1 1 

合計 19 111 132 22 22 133 25 143 

 

 

令和６年度の学級及び在籍者数（前年比） 

特別支援

学級 

学級数 
小 

19（+３） 中 5(±０) 
全体 

24（+3） 

在籍数 116（+9）  27（+1） 143（+10） 

学級内訳：知的（ 74 ） 自情（ 67 ） 肢体（ １ ） 

通級指導

教室 

学級数 

小 

４ 

中 

２ 

全体 

6 

在籍者

数 
43（-6） 33（+8） 76（-2） 

 

 

令和 5年度通常における要支援児童生徒数の割合 

通常学級

在籍 

人数 

小 

1966 

中 

995 

全体 

2961 

要支援

児童生

徒 

264 61 325 

割 合

（％） 
13.4 6.1 10.9 

※令和 6年度調査未実施 
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②支援学級の学習内容等 

 教育課程は、原則として小中学校学習指導要領に基づいて編成しますが、特に必要な場合

は、特別支援学校学習指導要領を参考に、実情に合わせて編成することができます。 

 支援学級の教育課程には、障害による学習上又は生活上の困難の改善・克服を目的とした

指導領域である「自立活動」を取り入れることとなっています。また、各教科の目標・内容

を変更することも可能です。 

 

 

③学校生活サポーター及び介助員数の推移 

 学校生活サポーターは、各小中学校に２～3 名程度を配置しています。また、介助員は、

身体的支援の必要な児童生徒の状況に応じて配置しています。 

 令和 3年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

学校生活 

サポーター数 
14 14 14 14 

介助員数 

（介助必要児童数） 
4（４） 4（4） 4（４） ４（４） 

 

 

④特別支援学級及び通級指導教室の設置内容等 

 障害種 学級設置基準 指導学級等での授業

時間数 

特別支援学級 知的障害 8人まで 児童生徒の実態に応

じて最適な学習内容

を設定し、個別の指

導計画に明記して実

施する。 

自閉症・情緒障害 8人まで 

肢体不自由 8人まで 

難聴学級 8人まで 

通級指導教室 

（通常の学級在籍） 

自閉症、情緒障害、

言語、LD/ADHD等 

13人あたり担当者 1

名（各学校担当者 1

名） 

週あたり１～8 コマ

が原則とし、自立活

動を行う。 

個別学習指導教室 指定しない （町内担当者 1名） 週あたり 1コマ程度 

※１コマ（小学校 45分間、中学校 50分間） 
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令和６年度 播磨町小・中学校特別支援学級設置一覧 

  

No 学校名 知的 自・情 肢体 難聴 （通級） （個別） 

１ 播磨小学校 ○ ○   ○ ○ 

２ 蓮池小学校 
○ ○   ○ ○ 

増級 増級     

３ 播磨西小学校 ○ ○ ○  ○ ○ 

４ 播磨南小学校 
○ ○   ○ ○ 

増級      

５ 播磨中学校 ○ ○   ○ ○ 

６ 播磨南中学校 ○      

 


